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日本型食生活支援事業実施要領

制定 平成２２年４月１日 ２１総合第１１４８号

第１ 目的

この要領は、農山漁村６次産業化対策事業実施要綱（平成２２年４月１日付け２１総合第２

０７４号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。）別表１の日本型食生活支援

事業の項に掲げる事業について、実施要綱の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

第２ 事業実施計画

１ 事業実施計画の作成及び承認

実施要綱第５の１の事業実施計画は、別記様式により作成し、承認申請するものとする。

ただし、事業実施計画の中止又は廃止の承認申請については、農山漁村６次産業化対策事業

関係補助金交付要綱（平成２２年４月１日付け２１総合第２０７５号農林水産事務次官依命

通知。以下「交付要綱」という。）第５の規定に基づく「事業中止（廃止）承認申請書」の

提出をもって、これに代えることができる。

２ 事業実施計画の重要な変更

実施要綱第５の２の重要な変更は、以下のとおりとする。

（１）事業の内容の追加又は削除

（２）事業目的の変更

（３）交付要綱別表１の４の事業の項の重要な変更の欄に掲げる変更

第３ 事業実施状況の報告

事業実施主体は、実施要綱第７の規定に基づき、事業終了後速やかに、事業実施計画（別記

様式第１）に準じて事業実施結果に係る報告書を作成し、総合食料局長へ提出するものとする。

ただし、農林畜水産業関係補助金等交付規則（昭和３１年農林省令第１８号）第６条第１項の

規定に基づく実績報告書の提出をもって、これに代えることができる。

第４ その他

１ 事業の実施

この事業を実施するに当たっては、次によるものとする。

（１）お弁当推進事業（実施要綱別表１の日本型食生活支援事業の項の「１ お弁当推進事

業」をいう。）

① 事業検討委員会の設置

事業の円滑かつ効率的な運営を図るため、学識経験者、管理栄養士、食品関係事業

者等で構成する事業検討委員会を設置し、事業内容の総合的な検討、結果の取りまと

め、評価等を行うこと。

② 商業施設におけるごはん食の弁当関連商品連携販売事業

量販店等の商業施設において、ごはん食の弁当に関連する商品の販売促進活動を行

うため、複数の食品事業者等が連携して取り組むためのコンサルティング等を行うこ

と。

③ お弁当講習会

単身世帯や子育て世代の消費者等を主な対象に、複数の食品関係事業者等が連携し

て、地域の「弁当の日」等も活用したお弁当講習会を開催し、ごはん食の弁当を通じ
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たお米・ごはん食の有効性を普及・啓発すること。

④ 効果測定の実施

②及び③の参加者に対するアンケート調査（商業施設に対する事業期間中の販売動

向調査、消費者やお弁当講習会参加者に対するごはん食の理解度等）の実施により、

ごはん食の弁当を通じたごはん食への理解と米を中心とした日本型食生活の実践につ

いての普及・啓発度合を測定し、事業の評価及び検証を行うこと。

⑤ 事業の運営

この事業を運営するに当たっては、次に掲げる事項に留意する。

ア 開催地域の選定及び実施回数

②及び③の事業は、効率的な事業目的の普及・啓発の観点から、東京、大阪、名

古屋等の大都市圏を中心に実施するものとする。その他の地方都市において実施す

る場合においても、効率的な事業目的の普及・啓発を図るよう努めるものとする。

イ 参加者の費用負担

③の開催等に伴う参加者の交通費、材料代等必要な経費については、参加者から

適切な費用の負担を求めること。

（２）医師等を対象とした食育健康研修会（実施要綱別表１の日本型食生活支援事業の項の

「２ 医師等を対象とした食育健康研修会」をいう。以下同じ。）

① 食育健康研修会の開催

生活習慣病の予防等、健康面からの米を中心とした日本型食生活の有用性の普及・

啓発を医師等を通じて図るため、医師等を対象として食育健康研修会を開催すること。

② 研修会の内容を取りまとめた普及・啓発資材等の作成・配布

①の研修会の内容を取りまとめた普及・啓発資材等を作成し、全国の医療機関に配

布することにより、食事指導や人間ドック等の場を活用して、全国の医師等を通じた

米を中心とした日本型食生活の有用性の普及・啓発を図ること。

③ 効果測定の実施

①の研修会参加者及び②の普及・啓発資材等を配布した者に対するアンケート調査

の実施により、食事指導等を行う際の米を中心とした日本型食生活についての有用性

の普及・啓発度合及び活用の度合を測定し、この事業の評価及び検証を行うこと。

④ 事業の運営

事業実施主体は、この事業に取り組むに当たり、効率的かつ円滑な運営のため、医

師等との連携を図ること。

２ 事業の委託

事業実施主体は、他の民間団体に本事業の一部を委託して行わせる場合には、以下の事項

を事業実施計画（別記様式第１別添「第１ 総括表」の「事業の委託」の欄）に記載するこ

とにより、総合食料局長の承認を得るものとする。

（１）委託先

（２）委託する事業の内容及びそれに要する経費

３ 報告又は指導

総合食料局長は、事業実施主体に対し、この事業に関し必要な報告を求め、又は指導を行

うことができる。

附 則

この要領は、平成２２年４月１日から施行する。



別記様式（第２、第３、第４関係）

番 号

年 月 日

農林水産省総合食料局長 殿

所在地

団体名

代表者 氏 名 印

平成 年度日本型食生活支援事業実施計画の承認（変更、中止、廃止の承

認）の申請について

農山漁村６次産業化対策事業実施要綱（平成２２年４月１日付け２１総合第２０７４

号農林水産事務次官依命通知）第５の１の規定に基づき、関係書類を添えて、承認（変

更、中止、廃止の承認）を申請する。

（注）１ 関係書類として別添を添付すること。

２ 変更の場合には、本様式中「事業の目的」とあるのは、「変更の理由」と

し、事業実施計画の承認通知があった事業の内容及び経費の配分と変更後の

事業の内容及び経費の配分とを容易に比較対照できるように変更部分を二段

書きとし、変更前を括弧書きで上段に記載すること。ただし、事業内容のう

ち当該変更の対象外となるものについては、省略する。

３ 中止又は廃止の場合には、本様式中「事業の目的」とあるのは、「中止（廃

止）の理由」とし、当該箇所に事業を中止又は廃止する理由について記載す

ること。

４ 事業実施結果に係る報告書として本様式を用いる場合には、件名を「平成

年度日本型食生活支援事業実施計画の実施結果の報告について」とし、

「第１ 総括表」及び「第３ 事業の内容」には、実績を記載すること。



日本型食生活支援事業実施計画書

平成 年 月 日

事 業 実 施 主 体 名

第１ 総括表

負担区分

区 分 事業費 事業の委託 備考

国庫補助金 事業実施主体

千円 千円 千円 (1)委託先

(2)委託す

る事業の

内容及び

それに要

する経費

合 計

（注１）区分の欄は、農山漁村６次産業化対策事業実施要綱別表１の日本型食

生活の項の事業の内容の欄の各事業名を記載すること。

（注２）事業の一部を委託する場合は、速やかに委託契約書の写しを提出する

こと。

第２ 事業の目的

第３ 事業の目標

（注１）数値目標を設定すること。

（注２）第４の事業の内容の複数の事業に取り組む場合は、事業ごとの目標を設定する

こと。



第４ 事業の内容（又は実績）

１ お弁当推進事業

（１） 事業検討委員会の設置方針

（注１）事業検討委員会の検討項目及び構成する委員名（所属、役職名、氏名及

び委員の許諾の有無）を記載すること。なお、委員を決定していない場合

は、想定している委員の専門分野又は所属団体名を記載すること。

（注２）作業部会を設置する場合は、作業部会の種類、検討内容及び構成する委

員名（所属、役職名、氏名及び委員の許諾の有無）を記載すること。なお、

委員を決定していない場合は、想定している委員の専門分野又は所属団体

名を記載すること。

（２） 商業施設におけるごはん食の弁当関連商品連携販売事業

（注）実施時期、実施場所、回数、内容等を記載すること。

（３） お弁当講習会

（注）実施時期、実施場所、回数、内容等を記載すること。

（４） 効果の測定方針

（注）上記（３）及び下記（５）に関する具体的な測定内容及び手法について記

載すること。

（５） その他事業推進に必要な取組の提案



２ 医師等を対象とした食育健康研修会

（１） 食育健康研修会の開催

（注）開催時期、開催場所、内容・テーマ等を記載すること。

（２） 普及・啓発資材の作成・配付

（注）資材の種類、作成時期、配付数量、訴求内容を記載すること。

（３） 効果の測定方針

（注）具体的な測定内容及び手法について記載すること。

（４） その他事業促進に必要な取組の提案

第５ 実績報告書の作成・配布

主な配布先 配 布 部 主 な 内 容 備考

数

第６ 事業の一部を委託する理由
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